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Ⅰ．はじめに

　周知のように学校現場におけるスクール

ソーシャルワーカー（以下 SSWer と記す）

の期待が非常に高まっている。なぜならば

教育の現場に福祉の専門家が入ることによ

り、家庭環境と行政機関・社会資源を結び

つけるという、教職員では対応不可の支援

を行うことが可能となるからである。実際

に SSWer によって、事態が好転した事案は

数多く報告されており、SSWer の数を増加

させる方向性が示されているといっても過

言ではない。

　しかしながら様々な課題がある。その一

つは、専門性の担保であろう。先駆的な取

組においては、大部分の SSWer は社会福祉

士もしくは精神保健福祉士で占められてい

たが、近年の大々的な事業展開で人材不足

となったためか、退職教員によって構成さ

れる地域が少なくない。退職教員がふさわ

しくないという訳ではないが専門性が担保

できているかという視点においては否と言

わざるを得ない。また社会福祉士や精神保

健福祉士であっても定期的にスキルアップ

を目的とした研修やスーパービジョンシス

テムが急務である。スーパービジョンにお

いても我が国におけるスーパービジョンシ
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ステム（SVS）の歴史は浅く、まだまだ現

場では管理的機能に重点が置かれてしまっ

ている感は否めなく、第三者がスーパーバ

イザー（以下 SV と記す）となるシステム

の構築性が必要であろう。

　ソーシャルワークにおける代表的な「実

践モデル」として、①治療モデル（remedy 

model）、②生活モデル（life model）、③ス

トレングスモデル（strengths model）があげ

られる。「実践モデル」とは、「クライアン

トが抱える課題（問題）の捉え方」であり、

ソーシャルワーカーは、クライアントが抱

える様々な生活課題（問題）を対人援助ア

プローチによって、解決へと導いていくも

のであるが、そのアプローチには、幾つか

の種類があり、課題の種類や性質によって、

活用すべきアプローチが異なる。さらに、

アプローチの活用にはソーシャルワークの

技術が必要不可欠であり、ここにソーシャ

ルワーカー自身の手腕が大きく影響するこ

とになるのは明白である。課題解決に向け

て、どのようなアプローチをどのよう介入

し、且つどのようなプロセスで解決を目指

すのかということが重要になってくる。課

題の捉え方が違ってくると、アプローチそ

のものの選択や活用方法が違ってくること

になり、ややもするとまるで見当違いの実

践を行いかねない。これだと、スクールカ

ウンセラー（以下 SC と記す）との棲み分

けも明確ではなくなり、現場は混乱するこ

とになってしまう。現場に入った SSWer は

自分たちの職務と役割を学校関係者に正し

く伝え、「ソーシャルワーク」という支援方

法の有効性を伝えていく必要がある。ソー

シャルワークもカウンセリングも児童を支

援するための手段の一つということであり、

どちらが有効な手段というわけではなく、

状況に応じた活用が望まれよう。児童虐待

件数はついに 20 万件を突破した。アウト

リーチを主流とした社会福祉士による

SSWer の活動が早急に望まれる。

　筆者らは現在、SSWer として実践をおこ

なっている。しかしながら、この制度は始

まったばかりであるので、この実践は手探

り状態で進んでいるといっても過言でなは

なく、様々な課題に直面している。また、

社会福祉現場におけるスーパービジョンは

なかなか根付かない状況であり、現場では

依然、スーパーバイザー機能の管理的機能

が大きなウェイトを占めているのであるが、

学校現場においては当然のことながら SSW

におけるスーパービジョンシステム（SVS）

の構築は確立しておらず、また勤務形態も

定まっていない状況で、スーパービジョン

システムはおろか、現場は混乱している。

このようなことから、スクールソーシャル

ワークにおけるシステム構築の必要性につ

いて、特に筆者らが携わっている I 県にお

ける実践活動を紹介しながら、先駆的に取

り組んでいる B 県の SSW 活動を比較検討

し、今後の SSW 実践のあり方とシステムの

構築の必要性について論じていきたい。

Ⅱ．倫理的配慮

　収集したデータは申請者の研究室の鍵の

かかる机の引き出しに保管している。対象

者の個人情報には十分注意を払い、特定さ

れることのないよう配慮した。面接にあたっ

ては筆者から直接面接を依頼し、承諾を得

た上で面接を実施した。さらに承諾を得た

上でＩＣレコーダーを使用し、文章化した

後にデータを破棄した。学会及び論文にて

発表することを口頭及び文章で伝え了承を

得た。

　なお、本研究は令和 3 年度佐野日本大学

短期大学研究倫理審査委員会の審査を得て

進められた。（承認番号第 21032 号）

　

Ⅲ．研究方法

　SSWer 事業に先駆的に取り組んでいる B
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県のスーパーバイザーであり、B 県 SSWer

協会副会長及び大学で SSWer 養成課程の教

員でもある O 先生に聞き取り調査を実施し

た。

　1. データ収集期間

　2021 年 11 月 27 日～ 2021 年 11 月 28 日

　2. データ収集方法

　半構造化面接でインタビューを行った。

その際、IC レコーダーに記録後、逐語

化した。インタビュー項目は、

①スクールソーシャルワーク（以下 SSW）

におけるシステム構築の必要性

② B 県のスクールソーシャルワーカー

（SSWer）事業の取り組み

③スクールソーシャルワーカー（SSWer）

の現状と課題

で構成した。

　3. 分析方法

　本研究では、SCAT（Steps for Coding and 

Theorization）（大谷 ,2007）を使用した。

SCAT とは、面接記録などの言語データ

をセグメント化し、そのそれぞれに〈1〉

データの中の着目すべき語句、〈2〉それ

を言いかえるためのデータ外の語句、〈3〉

それを説明するための語句、〈4〉そこ

から浮き上がるテーマ・構成概念の順

にコードを考案して付していく4ステッ

プのコーディングと、そのテーマや構

成概念を紡いでストーリー・ラインと

理論を記述する手続きとからなる分析

手法である。

Ⅳ．スクールソーシャルワーク及びスクール

ソーシャルワーカーの定義

　SSW の定義については、一般社団法人日

本ソーシャルワーク教育学校連盟（旧一般

社団法人日本社会福祉士養成校協会）の「社

会福祉士等ソーシャルワークに関する国家

資格有資格者を基盤としたスクール（学校）

ソーシャルワーク教育課程認定事業に関す

る規程」によると、「スクール（学校）ソー

シャルワーク」とは、学校教育法第１条で

定める学校のうち原則として 18 歳未満の児

童・生徒を対象とした学校、同法で定める

学校に関する施設・機関等、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律で定める教育

委員会等、その他教育基本法及び地方公共

団体の条例等で定める学校教育に関する施

設・機関・組織その他の施設・機関等（以下、

「学校現場等」という。）において、学校及

び日常での生活を営む上で課題の解決を要

する児童・生徒とその家庭及びその児童を

取り巻く環境・学校・社会・制度等を対象

としたソーシャルワークの業務を行うこと

をいう。スクール（学校）ソーシャルワー

クの基本は、児童・生徒の発達権・学習権

を保障し、貧困の連鎖、社会的排除を是正し、

一人ひとりの発達の可能性を信頼し、多様

な社会生活の場において、とりわけ学校生

活を充実させ、児童生徒とその家庭の自己

実現を図るために、人と環境の関わりに介

入して支援を行う営みである、となってい

る。また SSWer については明確な定義がい

まだ確立していない状況ではあるが、前述

の規程によると、「この規程において、『ス

クール（学校）ソーシャルワーカー』とは、

前項に規定する業務を行う者をいう」となっ

ている。また神奈川県教育委員会では、

SSWer について「スクールソーシャルワー

カーは教育の分野に加え、社会福祉に関す

る専門的な知識や技術を有する者で、問題

を抱えた児童・生徒に対し、当該児童・生

徒が置かれた環境への働きかけや、関係機

関等とのネットワークの構築など、多様な

支援方法を用いて課題解決への対応を図っ

ていく人材」としている。

　SSWer の配置方式については派遣方式と

拠点校配置方式の二通りの配置がある。派

遣方式は、各教育事務所に配置されたす

SSWer と教育局に配置された SSWer スー
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SCAT 分析によるストーリー・ラインとな

る。

（1）スクールソーシャルワークにおける

システム構築の必要性

　SSW のシステム化は、【成功事例の積

み重ね】により、【キャリアモデルを作る】

ことが重要である。【他者と協力しながら

成功事例を重ねる】ことで、【組織作りか

ら SSW のシステム化】が図られる。

SSWer だけの力ではなく、【他者の協力を

得ながら構築する】事や、教員の中で【中

心となる人物を通してお互いに作用しあ

う】関係作りをしていく。

　また、SSWer の活用における【他市の

成功事例を認め、良い事を取り入れてい

く】事や、【１つの成功事例から広がり、

実績を作りあげていく】必要がある。

　SSWer は教員や関係機関と【互いの専

門性を尊重しつつ、協力者を見つけてい

く】ことで、【学校から信頼される組織を

作る。】そして、社会福祉士や精神保健福

祉士の有資格者である、【福祉の専門家を

活用】すると共に、【SSWer のバックアッ

プシステム】を作り、【定期的な意見交換

をしていく事も重要】である。（表１）

（2）B 県のスクールソーシャルワーカー

事業の取り組み

　SSWer 活用のためには、【SSWer のバッ

クアップシステム】が必要であり、また

SSWer 同士が【定期的な意見交換をして

いく事が重要】でありその機会を作った。

B 県はスタートの時点で、【SSWer 事業を

推進するための助言】を専門家に求めた。

また SSWer は【職能団体の立ち上げ】を

目指し、【SSWer サポート体制の整備と職

能団体創設に向けた仲間との連帯】をは

かった。B 県では【SSWer 職能団体創設

までの歴史的変遷】があり、【SSWer 事業

を推進するため教育機関と職能団体が連

パーバイザーが市町村の教育委員会を通し

て要請のあった学校に対応をする方式であ

る。拠点校配置方式は、各教育事務所に配

置された SSWer が、重点対応地域を中心に

対応し、SSWer だけでは対応が困難な事例

については、SV が SSWer に指導助言を行っ

ている。

Ⅴ．先行研究

1.「CiNii Articles 国立情報学研究所　学

術情報ナビゲーター」で検索

　「スクールソーシャルワーク」については、

425 件が検索されたが、検索語に「システ

ム構築」をプラスし検索したところ 0 件と

いう結果であった。また「モデル」をプラ

スし検索したところ、17 件が検索された。

しかし内容を見ていくと、本研究の目的で

ある SSW におけるシステム構築に関する研

究は少なく、今後更なる研究が必要である

ことが確認された。

　そういった背景の中で、山野 1）は、「効

果的な SSWer 配置プログラムの開発を行

い、その効果を明らかにした。」その結果、

SSWer の配置が法的に明記されるなど、一

定の効果が見られた。

　また門田ら 2）は、「SSW 初任者を対象に

スーパービジョン・プログラムを開発し実

施した結果、初任者群が取り組めていなかっ

た支援について、全員が取り組めるように

なったとの自己評価が得られた。」先に述べ

たように、SSW におけるシステム構築のた

めには、SV によるスーパービジョンが重要

となる事から、この SV プログラムが全国

に拡がっていく事が求められている。

Ⅵ．研究結果

1. 聞き取り調査

　なお SCAT 分析については、生データで

あるテクストは削除した上で、分析表を文

末に掲載した。以下、【　】内については、
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番号 <1> テクスト中の注
目すべき語句

<2> テクスト中の語
句の言いかえ

<3> 左を説明するよ
うなテクスト外の概念

<4> テーマ・構成概念
（前後や全体の文脈を

考慮して）
<5> 疑問・課題

1

モデル作りが先 , モデ
ルを作ってシステム ,
システムをネットワー
ク化するようなプロセ
ス

成功の実績 , 普遍化 実績を積み重ねる , 成
功への道筋

成功実績の積み重ね 成功事例（モデル）か
らシステムへの転換は
どのくらい時間がかか
るのか。

2

新人のソーシャルワー
カー , 一つのケース ,
関係機関を巻き込んで
, しっかりモデルを作
っていくこと

仕事の取組み方 , 多職
種協働 , 成功事例を作
る

新人の仕事への取り組
み方 , 他者と協力し合
う , 成功

キャリアモデルを作
る。他者と協力しなが
ら成功事例を重ねる

3

モデルを作ってけば ,
一つのきっかけ , コア
メンバーが出来る , シ
ステム化に向けた動き

　 成功事例を積み重ねる
, 組織化の方法

組織作りから SSW の
システム化

4

スクールソーシャルワ
ーカーだけがあがいて
も , ネットワークはで
きない , システムも成
立しない , 多職種・他
機関をどう巻き込んで
いくか

多職種との連携 , キー
ワード ,SSW のシステ
ム作り

関係機関との関わりが
重要

他者の協力を得ながら
構築する

5

動きやすい学校 , 起点
にして , 人と環境の相
互作用、交互作用…大
切

チーム学校への協力者
を見つける , お互いに
影響を与える関係作り

キーパーソンを見つけ
る , 相互扶助

中心となる人物を通し
てお互いに作用しあう

6

相乗効果で上げていく
ような意識 , ワーカー
…自治体間、学校間 ,
情報の交換とエネルギ
ーを出し入れ , 成熟さ
せていく事が大切

新たなと取組が伝播 ,
それぞれの機関との関
係作り

お互いを認め合う , 関
係作り

他市の成功事例を認
め、良い事を取り入れ
ていく

7

モデルですね , システ
ムは…簡単にはいかな
い , 風穴があくと…広
がる , 固定化される

成功実績 , 経験が実績
となる

成功への筋道を作る ,
新しい風を運ぶ

１つの成功事例から広
がり、実績を作りあげ
ていく

成功事例をどのように
周知し活用していけば
よいのか。

8

レベルに合った動き ,
戦略的に考える , 先生
方に訴えても響く人と
響かない人がいる , 学
校現場…福祉とか心理
の事が分かるはずがな
い , キーパーソンを見
つけるのも至難の業

専門外 , 教員間の中心
人物

教員への関わり方 , 互いの専門性を尊重し
つつ、協力者を見つけ
ていく

9

行政組織…ヒエラルキ
ーがある , 管理職をど
う巻き込んでいくのか
,B 県がスタートでこ
けなかった理由 , 私の
恩師に…相談してくだ
さった ,SSW, 社会福
祉士とか精神保健福祉
士とか , 有資格を持っ
ている人を採用するの
が望ましい

組織の意思伝達 ,SSW
の採用基準

組織作り , 有資格者の
採用

学校から信頼される組
織を作る , 福祉の専門
家を活用

表 1　スクールソーシャルワークにおけるシステム構築の必要性）SCAT分析表
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携】しつつ、【SSWer の職能団体創設】を

成し遂げた。

　しかし、【SSWer 増加により問題行動の

出現】があり、【職能団体として適切に処

罰】することで、教育機関との【信頼関

係を継続】していった。現在 B 県 SSWer

協会では、【上司からパワーハラスメント

を受けている SSWer の救済】や弁護士を

通じた【法的手段の確認】を手助けして

いる。また【仲間との連携により組織化

を実現】したことで、他機関との【団体

交渉が実現】した。

　B 県では、SSWer 事業を活性化するた

めに、【自治体の独自採用】を推進していっ

た。良い意味で、【行政の前例踏襲主義】

を上手く活用し、【実績からモデルを作る】

ことにより、SSWer 活用が【他の自治体

へも浸透】し、【SSWer 全配置の実現】し

た。

　その反面、義務教育と違い、【高等学校

は市教委が入らないため SSWer と教委と

の距離が遠い】ため、【SSWer への理解も

低い】。しかし、【高等学校への SSWer 派

遣の増加】がみられ、【教育困難校への支

援の充実】が求めれらており、ニーズが

高くなっている。

　他の県が SSWer 事業を推進するために

は、SSWer 事業の【モデルとなる市町村

を見つける】ことや、成功事例を【他の

自治体へと広げる】ことが必要である。

【ソーシャルワークを展開】していくため

には、【大きな都市よりも田舎の都市】の

方が【展開しやすい】。

　B 県 A 市では、【複数の社会資源が入っ

た相談施設】があるが、はじめは【教育

機関・相談施設・SSWer との緊張関係】

がみられ上手く連携が出来なかった。し

かし、【環境を強みに変える】ことにより、

【SSWer の強み】を発揮し、関係機関と教

育機関との【連携の実現】をはかった。

【SSWer が間に立ち関係の改善をはかる】

ことで、【課題を解決し連携を取る】こと

ができた。

　現在、A 市では【SSWer の好待遇の現実】

があり、最初に A 市の待遇が良かったこ

とから、【前例主義による SSWer 好待遇

の踏襲】がなされ、他の自治体が A 市よ

りもさらに好待遇となった。【他の自治体

との待遇の違い】はあるが、A 市では【今

後の更なる待遇改善】が予定されている。

また【教員枠を用いた SSWer の採用を実

現】したことにより定期的な採用の実現

や、正規職員化という【待遇の向上】が

進められている。しかし、SSWer の一部

には、【安定よりも自由な就労】を希望す

るワーカーも存在している。

　A 市における【SSWer の歴史的経緯】

について、【SSWer の倍増】がなされたの

は、政治家による【政治的思惑と SSWer

増員の希望が一致】したことによる。選

挙公約により、【政治的思惑の実現と

SSWer 安定配置】が推進された。地元の

方から【専門職としての必要性が認知】

され、市長に SSWer の必要性を直訴され

たことから、【政治的思惑からの待遇の向

上】が実現した。

　SSWer 一人ひとりが【専門技能を屈指

した地域への還元】をおこなってきたこ

とで、教育機関にも【定期的に SSWer が

入る事の意味と強み】が認知されていっ

た。

　歴史的経緯として、【拠点巡回型を推進

した A 市】は現在、【SSW 全中学校区配

置の実現】してきたが、【派遣型のみ実施】

してきたため、【少人数の SSWer しかい

ない K 市】という２つの自治体があり、

現在では大きな差が生まれている。

　SSWer 活用事業の【今後の課題】として、

【学校数・生徒数にあった SSWer の適正

配置】や【全正職員化に向けた展望の実現】
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が推進され実現される予定である。

　【SSWer 事業を推進するための方法】と

して、SSWer はただ県の方針に従うので

はなく、【戦いも必要】である。戦いの結

果、現在では、【SSWer が専門職として活

動するための労働環境の整備】がなされ

てきた。環境が整備されたことで、【他職

種との連携強化】がさらに推進された。

　また多職種との、【仲間意識】が作られ、

【警察の機関との連携】も強みとなった。

そして、【行政機関と連携し記録という社

会資源を活用】出来るようになった。

　SSW が浸透していくためには、【自治

体におけるスーパーバイザーの活用が重

要】であり、現在 B 市では、【スーパー

バイザーの依頼が多数】きている。【スー

パービジョンの重要性と活用】がキーで

あり、SSWer が【スーパービジョンを活

用することで地域課題を解決に導く】事

ができる。

　SSWer が担当部署や教育機関と【今後

の展望についての協議】をすることで、

更なる【教育機関と SSWer との関係強化】

が図られる。また、【教育機関との協力に

より後進の育成を実現】し、実習生の受

け入れが可能となった。そして、【SSWer

が持っている知識を教育機関へ伝える】

事で、互いに良い影響を受けている。（表2）

番号 <1> テクスト中の注
目すべき語句

<2> テクスト中の語
句の言いかえ

<3> 左を説明するよ
うなテクスト外の概念

<4> テーマ・構成概念
（前後や全体の文脈を

考慮して）
<5> 疑問・課題

1

B 県 , 学校ソーシャル
ワーカー学会 ,B 県社
会福祉士協会 ,B 県精
神保健福祉士協会 ,3
団体の推薦 ,SSW を入
れた , 年に一回運営協
議会 , ワーカー同士の
連絡協議会 , スタート
…きちっとやった

SSW のサポート体制 ,
定期的な会議の実施

体制作り , Ｓ SW を取
り巻く環境 , 連絡を取
り合う関係

Ｓ S Ｗのバックアップ
システム , 定期的な意
見交換をしていく事が
重要

2
新たな取組 , 相談して
くれる機会が増えてき
た ,2012 年から協会
を立ち上げた

新規事業 , お伺いを立
てる ,2012 年協会設
立

新たな事業の立ち上げ
にあたり専門家に助言
を求める , 専門職団体
の創設

SSW 事業を推進する
ための助言 ,
職能団体の立ち上げ

3

優秀な人材を確保 ,3
団体 , 職能団体を作ろ
う , オフシャルな仕事
,20 人ぐらい発起人
,2012 年にスクール
ソーシャルワーカー協
会を作った

スカウト , 業界組織 ,
公式な仕事 , 複数の立
ち上げ人 ,2012 年協
会設立

優秀な SSW をサポー
トするために専門職団
体を創設 , 同じ思いを
持った仲間を集め立ち
上げ

SSW サポート体制の
整備と職能団体創設に
向けた仲間との連帯

SSW の職能団体を新
たに作るためにやるべ
きことは何か。

4

2008 年からソーシ
ャルワーカー連絡
会 ,2010 年～研究会
,2012 年から協会 , 変
わってきた歴史 , 高校
なんかは協会推薦

2008 年 SSW 連絡会
, 研究の集まり ,2012
年協会設立 , 変化の経
緯 , 高等学校 SSW 推
薦

2008 年～ 2012 年の
専門職団体立ち上げま
で組織の変遷があった

SSW 職能団体創設ま
での歴史的変遷

5

双方に組織的な利害関
係 , ソーシャルワーカ
ー事業 , 進めるうえで
アドバイスをもらいた
い , 実習受け入れ , ギ
ブアンドテイク ,Win-
win な関係

両者に損得関係 ,SSW
活用を推進 , 助言 , 実
習生受容 , 共存共栄 ,
双方の理解が一致する

教育機関と SSW が協
力関係を作る , 利害一
致

SSW 事業を推進する
ため教育機関と職能団
体が連携

6
ソーシャルワーカーが
結集 , 組織だたないと
ダメ

SSW が集中 , 組織化 SSW の専門職団体を
創設 SSW の職能団体創設

7

人数が増えすぎた , ト
ラブル , 不祥事 , 不適
切な行動 , 処分 , 組織
できちんとやり取り ,
信頼関係は維持

人数増加 , 紛争 , スキ
ャンダル , 不適当な行
為 , 処罰 , 協会で対応 ,
信用の継続

人員の増加による新た
な紛争 , 専門職団体に
よる適切な処分 , 関係
の維持

SSW 増加により問題
行動の出現 , 職能団体
として適切に処罰 , 信
頼関係を継続

不祥事が発生した原因
は SSW の増加以外に
もあるのではないか。

表 2　B県のスクールソーシャルワーカー事業の取り組み）SCAT分析表
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8

最近力を入れている ,
ハラスメント , 一人職
, 管理職からハラスメ
ント , 弁護士契約 , 教
育委員会が法律相談 ,
人格否定のようなハラ
スメント

近頃力を注ぐ , 嫌がら
せ , 単独 , 役職者から
嫌がらせ , 代言人と取
り結ぶ , 上部組織が法
的相談会 , 個性否認の
嫌がらせ

専門職団体として上司
から嫌がらせを受けて
いる SSW への対応 ,
法的手段

上司からパワーハラス
メントを受けている
SSW の救済 , 法的手
段の確認

学校の管理職が SSW
にパワーハラスメント
をする理由は何だろう
か。

9

組織で動けるようにな
った , 交渉ができるよ
うになった , 最初は愚
痴ばっかりで , メンバ
ー間の結束を固めた ,
連絡会も一致団結

組織化で対応 , ネゴシ
エーション可能 , スタ
ートは文句多し , 仲間
の結合を深めた ,SSW
の会も連帯

団体交渉の実現 , 仲間
との連帯

仲間との連携により組
織化を実現 , 団体交渉
が実現

10

市町村が単費 , プロポ
ーザル方式 , ソーシャ
ルワーカーを入れたい
ところ手を挙げて ,3
年目からどうするのか
, 単独で雇います , い
い意味での行政の前例
主義

自治体が独自 , 公募採
用 ,SSW 採用希望の自
治体 , 県の補助が終了
後 , 自治体独自での雇
用 , ポジティブな公務
員の保守精神

自治体の自立による独
自採用の実現 , 前例踏
襲

自治体の独自採用 , 行
政の前例踏襲主義

11

最初のところが入れる
と , ぐぐーっと広がっ
てきて ,60 市町村の県
教委の配置 , 一通り終
わった , 補助を出しま
す , やっぱり市町村じ
ゃないかな

1 番の自治体が採用す
ると , 他の自治体も採
用 , 全教育委員会への
配属 , 終了 , 自治体

実績を積むことによっ
て他自治体への活用
,SSW が県内全域に配
置

実績からモデルを作る
, 他の自治体へも浸透
,SSW 全配置の実現

12
高校は市町村教育委員
会が無い , 高校の方が
, 理解力というか浸透
率が悪い

高等学校は自治体教委
無い , 高等学校は見識
が低い

教委との距離が遠い、
高等学校の SSW への
理解度が低い

高等学校は、市教委が
入らないため SSW と
教委との距離が遠い
,SSW への理解も低い

高等学校が SSW を理
解するための方法はど
のようなものか。

13

高校が増えてきている
, 福祉的課題を抱えた
生徒 , 多く受け入れて
いる学校 , ワーカーを
重点的に配置 , 高校も
ニーズが高い

高等学校に配置される
SSW 増加 , 個別的配
慮が必要な学生 , 困難
校 ,SSW を十分に配属
, 高等が学校の希望が
多い

現在の状況 , 教育困難
校への支援が必要

高等学校への SSW 派
遣の増加 , 教育困難校
への支援の充実

14

地域課題 , 市町村教育
委員会と連携 , 課題意
識を持った市町村 , 一
つはあるはず , 相乗効
果も広がっていく

地元の問題 , 自治体教
委との協働 , 問題認識
がある自治体 , 見つか
るはず , 協力作用が浸
透する

地域課題の違い , 意欲
的な自治体との連携の
よる他の自治体への広
がり

モデルとなる市町村を
見つける . 他の自治体
へと広げる

15

特に町がいい , 資源が
整っていない , ソーシ
ャルワークが展開しや
すい ,A 市 , 資源は潤
沢にあるからこそ機能
していない

小さな自治体が良い ,
サービスが無い ,SSW
が進展できる , 大きな
自治体 , サービスが沢
山ある , 上手に働かな
い

サービスがほとんどな
い田舎の方が SSW に
よる効果が大きい

ソーシャルワークを展
開 , 大きな都市よりも
田舎の都市 , 展開しや
すい

Ｓ S W 事業を展開す
るためには社会資源の
充実よりも大切なこと
があるのだろうか。そ
れは何か。

16

ネットワークを作って
いって , ソーシャルワ
ーカーっていうのがあ
るよ , 広めていった ,
実務者だけではダメ ,
学術的な事 , 研究を含
めてやっていく ,

組織網を創設 ,SSW の
認知度を高める , 現場
のみではなく , 学問や
調査も必要

組織化及び学術的研究
の推進が必要

職能団体創設 , 学術的
根拠による SSW 推進

SSW に関する学術的
研究を充実させるため
の方法は何か。

17

SSW 実は政令市で成
功事例が 1 個もない ,
成功するとインパクト
が違う , あなたの人生
も変わるかも

SSW は大都市で実績
がない , 実績を作ると
効果が大きい , 生涯が
変化する

18
最初は最悪でした , も
うやめたいと思いまし
た , 最初は全然ウェル
カムではなかった

スタートはどん底 , 離
職を希望 , スタートは
まった歓迎しない

19

子ども相談センター ,
児童相談所 , 教育委員
会 , 少年サポートセン
ター , 児相心理治療施
設 , 複合型の総合相談
センター , 笑顔が無く
なる E 館 , 本当に犬猿

複数の相談施設 , 教員
から人気が無い施設 ,
相容れない関係

社会資源として複数の
相談施設の活用 , 教員
と SSW との緊張関係

複数の社会資源が入っ
た相談施設,教育機関・
相談施設・SSW との
緊張関係
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20
ソーシャルワーカー
の追い風 ,E 館の機能
,SSW にはすごく武器
, 連携が活性化

SSW の強み , 複数の
相談施設の実力 ,SSW
の強み , 協働が活発に
なる

今ある社会資源を活用
し強みに変えていく ,
連携の実現

環境を強みに変える
,SSW の強み , 連携の
実現

21

お互いがお互いを分か
らない人達 , かみ合わ
なかった , 間に双方を
知っている人 , 機能し
た , 学校現場との連携
, 長年の課題 , 一気に
解消される出来事があ
りました ,SSW が配置

互いに無理解 , 相反す
る , 中間にお互いを理
解している人材 , 作用
,SSW と学校との協働
, 長期に渡る問題 , 即
時解決 ,SSW の採用

それぞれの機関との関
係を取り次ぐ , 相互理
解を促す

SSW が間に立ち関係
の改善をはかる , 課題
を解決し連携を取る

22 週 4 日勤務で月収 28
万円 非正規職員で月 28 万 SSW の待遇 SSW の好待遇の現実

23
手取りは 20 万ちょい
くらい , 常勤で雇用し
始めた自治体 , それも
しくはそれ以上

手元に 20 万 , 正規職
員を採用の市町村 , 好
待遇

好待遇の SSW 前例主義による SSW
好待遇の踏襲

24

一番待遇がよいところ
ではない ,A 市も来年
度から待遇がよくなる
,3 年間の間に全部フ
ルタイムに変わる ,70
人全員がフルタイム

最高の好待遇ではな
い , 次年度より好待遇
, 数年で全員正規職員
,70 人正規職員

今後の展望 , 更なる待
遇の改善

他の自治体との待遇の
違い , 今後の更なる待
遇改善

25
2019 年に 7 人が正規
職員 , 教職員定数の枠
を使って , 待遇は年々
良くなってきている

2019 年 7 人が正職員
, 教員枠 , 年を追うご
とに好待遇

SSW の待遇向上 , 定
期的な採用の実現

教員枠を用いた SSW
の採用を実現 , 待遇の
向上

他県でも、教員枠を用
いた SSW の採用は可
能だろうか。

26

週 1 だと B 県は大体
時給 5,000 円 , 新卒
で学生が入るのなら給
料はめちゃくちゃいい
, フルタイムが嫌だ ,
正規の方がプラスアル
ファが出来なくなる

アルバイト時給5,000
円 , 新人にしては好待
遇 , 正規職員を避ける
, アルバイトが出来な
い

非正規や新人でも
SSW は好待遇 , 自由
な就労を希望

好待遇よりも自由な就
労形態の選択 ,

27

週 4 日 , ワーカーもそ
の 1 日をどう使うか ,
大学院に行っている人
, 自由に使えた , 副業
もできなくなる , 相談
を受けています

非常勤勤務 , 高等教育
機関への進学 , アルバ
イトが不可 ,

安定した好待遇よりも
自由な就労を希望 安定よりも自由な就労

28

予算はどこもきびしい
, 最初は 2 名からスタ
ート ,6 年目までは毎
年 2 名づつ増えてい
った ,2014 年に倍増
,14 名から 28 名にな
った

SSW2 名からスター
ト ,2014 年倍増

少人数からのスタート
,SSW の大幅増員

SSW の歴史的経緯
,SSW の倍増

29

A 市 , 選挙が絡んでい
る , 市長 , 結構やりて
, タウンミーティング ,
カメラが来る , 公民館
の館長 , スクールソー
シャルワーカーを増や
してください

大都市 , 政治的背景
,SSW を増員希望

政治的思惑 ,SSW の希
望が一致

政治的思惑と SSW 増
員の希望が一致

30

市長が住んでいる地域
, 校区には SSW がい
た ,3 年で学校を移っ
ていく , 風評被害にな
る , その 3 年目

自治体の長の居住地域
,3 年で SSW 移動

SSW の安定的配置に
向けた動き

政治的思惑の実現と
SSW 安定配置

31

地域の人にとってはと
ても欠かせない , 子供
たちにとっては無くて
はならない専門職なん
だ , 全部の学校に入れ
てしまえ , 嘆願書を出
してくれて , 公約の 2
番目に SSW 倍増計画
, 次の選挙 ,SSW を正
規職員に ,

地元の児童にとって必
要な存在 , 全学校配置
, 要望書を提出 , 政治
政策に SSW 倍増 , 次
は SSW の正規職員化

学校に必要な専門職 ,
政治的思惑と SSW 配
置の実現

専門職としての必要性
が認知 , 政治的思惑か
らの待遇の向上

職能団体の力を高める
ために、政治の力も必
要なのだろうか。
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32
SSW 一人ひとりが素
晴らしい , 地域に根差
して活動 , 派遣ではな
かなか出来ない事

SSW それぞれの力 ,
地元に還元した活動 ,
単発ではなし得ない

専門職としての力量 ,
地元への還元 , アルバ
イトでは困難

専門技能を屈指した地
域への還元 , 定期的に
SSW が入る事の意味
と強み

33

同じ政令指定都市 ,A
市と K 市 , すべての中
学校区に配置 ,70 人
超えている A 市 ,K 市
は 17 人しかいない ,
派遣型しかしていない
, すべての学校を網羅
するために派遣だ ,10
何年たった , ワーカー
は A 市の方が多い

二つの大都市 ,SSW 全
中学校区に配置の A
市 , 派遣で 17 人しか
いない K 市

自治体間における
SSW 配置の歴史的経
過とその結果

拠点巡回型を推進し
た A 市 ,SSW 全中学
校区配置の実現 , 派遣
型のみ実施 , 少人数の
SSW しかいない K 市

34

児童・生徒数に合わせ
た , ソーシャルワーカ
ーの配置 , すべての学
校に安定的にワーカー
を入れる

規模に合わせた SSW
の配属 , 定期的に
SSW を配置

SSW 安定配置
今後の課題 , 学校数・
生徒数にあった SSW
の適正配置

35

4 日から 5 日に変わる
だけで全然違う , フル
タイムじゃないとダメ
,3 年以内には完成さ
せたい , 大詰めの段階

フルタイムに変わるだ
けで大きな変化 , 正規
職員化を 3 年以内に
実現

更なる待遇の向上にむ
けた展望

全正職員化に向けた展
望の実現

36 いつも戦っています 常時交戦している 何かを成すための方法
SSW 事業を推進する
ための方法 , 戦いも必
要

37

A 市拠点が小学校 , 拠
点校の中には机とパソ
コンとロッカー , 他の
教職員とは共有できな
い ,E 館の中にもソー
シャルワーカーのルー
ム , 児相のケースワー
カーとも打合せ

基礎となる学校や複数
の相談施設にも SSW
の部屋 , 他職種との連
携

専門職としての労働環
境整備

SSW が専門職として
活動するための労働環
境の整備 , 他職種との
連携強化

38

児相の受理会議にも出
れます , 援助方針会議
にも呼ばれる , 学校 ,
自分達が入れない所に
はいっていく , 強みは
学校に入ってすぐ出た

他の機関の会議に参加
可能 , 教員が立ち入れ
ない場所に入れる強み

独自の強みを発揮して
いく

39

前はすごく仲が良かっ
た , 少年サポートセン
ター , 警察の機関が入
っている , 強かった ,
連携が密に出来た

仲間意識 , 警察の組織
とのつながり , 強み ,
連携が可能

さまざまな専門機関と
のつながりと連携

仲間意識 , 警察の機関
との連携

40

県の連絡会議 , グルー
プスーパービジョン ,
行政の情報が SSW に
限ってはちゃんと閲覧
できるような仕組みを
整備 , 連携が密に出来
ている , 熱心なところ
はスーパーバイザーを
呼ぶ , 一緒に事業を組
み立てていく

県の SSW 会議 ,SSW
と行政機関が連携 , や
る気のある自治体はス
ーパーバイザーを活用
,SSW 事業を共に作る

行政機関との連携によ
り記録閲覧が可能 , ス
ーパーバイザーの有効
活用

行政機関と連携し記録
という社会資源を活用
, 自治体におけるスー
パーバイザーの活用が
重要

他県ではどのようにス
ーパーバイザーを活用
しているのだろうか。

41

年間 180 時間ある ,
毎年足りない ,2/3 以
上断っている , 教育委
員会だけでなく学校に
入ったりしてます

スーパーバイザーの依
頼を断ることが多い

依頼が多数により手が
回らない

スーパーバイザーの依
頼が多数

42

熱心な市町村や町が分
かる , そういう所に重
点的に入って , メイン
は SSW のスーパービ
ジョン

やる気のある自治体が
判明 , 中心はスーパー
ビジョン

スーパービジョンを媒
介

スーパービジョンの重
要性と活用
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43

市町村によって抱える
課題が違う , ライブス
ーパービジョンをやっ
たりします , 教育委員
会の方 , ワーカー事業
をどうしていこうか話
をしたり

地域課題の相違 , その
場でスーパービジョン
を実施 , 教委と SSW
事業の今後を相談

スーパービジョン活用
による地域課題の解決
,SSW の今後の展望

スーパービジョンを活
用することで地域課題
を解決に導く

44
年に 2 回 , スーパーバ
イザーの連絡協議会 ,
来年度の事業に向けた
協議

スーパーバイザーの定
期的な会議を実施 , 次
年度向けた会議

スーパーバイザー同士
による今後の展望に向
けた会議

今後の展望についての
協議

45

行くと学校とつながり
が出来てくる , 学校と
のネットワークを広げ
てやる , そこで実習し
たり

学校との関係作り , 学
校での実習生受入

関係作りによる実習の
実現

教育機関と SSW との
関係強化

46

学校現場 , 学生へのサ
ポート希望 , お金は出
せない , 実習だったら
学びなので出せます ,
お願いしますと

教育機関は学生を受け
入れたい , 金銭面で不
具合 , 実習を受け入れ
る事でサポートが可能

後進の指導の実現 , 実
習により可能

教育機関との協力によ
り後進の育成を実現

後進の育成に必要なこ
とは何か。

47
学校でストレスマネジ
メントの授業 , なかな
か好評 , そういうのを
やったりして , 面白い

教育機関での心の緊張
状態に対する講演 , 評
判が良い , 楽しい

教育機関へあたらな知
識を伝授

Ｓ SW が持っている
知識を教育機関へ伝え
る

（3）スクールソーシャルワーカーの現状

と課題

　新たに教員から【専門職へのキャリア

シフト】を目指す学生がいるが、【相談援

助職と教員の課題解決方法の相違】があ

る。SSWer は、【エンパワメントと意思決

定への支援】が重要であるが、教員は【正

解への指導】になりがちである。また、

元教員という事から【相談援助職として

の職務からの逸脱】し、SSWer ではなく

教員として動くことがあり、【適正を欠く

勤務態度】が見られる。

　SSWer【養成の課題】として、【現場の

水準要求に実習生がバーンアウト】して

しまうことが続いたため、【実習生への正

当な評価と指導体系の改善】をおこなっ

た。また今年は、【養成プログラム実施に

よる実習の成功】が実現できた。

　SSWer 養成課程が増えたことから、【連

携による養成課程の質の担保】が問題と

なっている。他大学との共同授業を取り

入れ、学生達は【葛藤を乗り越えて専門

職として育成】が成功した。今後も、【養

成機関の連携】が重要である。

　次に、【新人育成への課題】として、【現

場の SSWer が新人育成を担当】する事で、

【業務負担の増加】が見られ、【管理側と

現場職員の葛藤】が大きくなっていた。

そのため、【職能団体が担う新人教育】を

取り入れると共に、【学術的研究への協力

体制】をお願いした。

　その上で、【職能団体による相談体制の

整備】をはかった。また、B 県教育委員

会では【実習指導者養成のための資格取

得への支援】を実現した。こうした【成

功事例を積み上げる】事で、【職能団体が

担う新人教育】を推進していき、全国に【成

功事例の伝播】がおこり、新たに【職能

団体創設】の流れを作っていく。

　しかし、B 県 A 市でも、【専門職とし

ての質の低下】が問題となっている。採

用人数が増えたことから問題が生じた。

【レベル以下の職員へのフォローアップ】

が SSWer の負担となっている。そのため、

【職能団体による後進の育成】に力を入れ

ている。SSWer が【能力を正当に評価で

きる体制】を作っていく。そのためにも

スーパーバイザーが、【集団指導における

現状の確認】をネットで観察している。

　SSWer は、【IT 化機器の活用と推進】
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番号 <1>テクスト中の注
目すべき語句

<2>テクスト中の語
句の言いかえ

<3>左を説明するよ
うなテクスト外の概念

<4>テーマ・構成概念
（前後や全体の文脈を
考慮して）

<5>疑問・課題

1
学校の教員を辞めて
,SSWになるためにき
た

転職 , 相談援助の専門
職をめざす

高度な専門性を要する
職種への転職

専門職へのキャリアシ
フト

教員から SSWへの転
職を希望する人の動機
は何か

2
根っこが , ソーシャル
ワーカーになりにくく
て , 教員的な

基礎 , 相談援助職では
ない , 指導者

基本となる考え方の相
違 , 教育者

相談援助職と教員の課
題解決方法の相違

3
支援っていうのができ
ない , 全部やっちゃう
, こうあるべきだとな
っちゃう

側面からの援助 , すべ
て実行 , 決めつけ

傾聴から課題解決へ導
く , 正解への導き

エンパワメントと意思
決定への支援 , 正解へ
の指導

教員からＳ SWへの
意識転換のプログラム
の開発は可能か。

4 教員的につかわれちゃ
う , 職務の範囲が違う

指導者として援助 , 専
門の相違 本来の業務外の仕事 相談援助職としての職

務からの逸脱

5 もと教員の方 , 評価は
決して高くない

元指導者の人 , 認めら
れていない

相談援助職として不適
性 適正を欠く勤務態度

6

養成と教育 , ここ 1～
2年 ,SSWになれてい
ない学生が多い , 学生
が実習に行くレベルで
ないものを要求される
, 学生がつぶれちゃっ
た

SSW育成 , 後進の指
導 , 進路変更 , 実習生
として求められる資質
, バーンアウト

課題としての後進の育
成と新人教育 , 現場で
求められる高水準に対
応できない学生

養成の課題 , 現場の水
準要求に実習生がバー
ンアウト

7

若い人が育たない現場
, 初任者の人に求める
水準 , 実習生に求める
水準 , 違う , 評価の観
点を整理 , 実習プログ
ラムシェア , 対話の時
間をもって , 今年はす
ごく成功

新人が成長できない職
場 , 新人に求める基準
, 学生に求める基準 ,
同じではない , 話し合
いにより改善

若者を育成できないシ
ステム , 実習体系の改
善

実習生への正当な評価
と指導体系の改善

8

すごくいい実習だった
, 今年は通常やってい
るプログラム , 全部こ
なしたうえで実習に出
した

現場体験の成功 , これ
までの教育過程の実施
, すべて実行し現場へ

正規の実習プログラム
の実施 , 養成の成功

養成プログラム実施に
よる実習の成功

実際の養成プログラム
はどのようなものだろ
うか。

9

養成 , うちの大学の事
だけではなく , 養成校
が増えていく , 実習で
の濃淡 , よくない , 連
携

育成 , 育成課程の増加
, 現場体験での差異 ,
悪い , つながり

専門職養成課程におけ
る質の違い , 連携によ
る同質化

連携による養成課程の
質の担保

が進んでいる。今後の展望として、【公的

機関のみに頼らない職域拡大の可能性追

求】が課題である。

　そして、【SSWer の職務伝達と活用の拡

大】がなされていく必要がある。

　SSWer 事業の歴史では、【国の政策によ

る事業縮小】が見られたが、B 県では、【自

主的な活動による広報活動及び会議の開

催】をおこない、SSWer について広報し

ていった。

　職能団体には、【人材登用のリスク】が

あり、【職能団体における主業務】ではな

い。そのため【人材採用の権限】は教育

員会にあり、あくまでサポートに徹する

必要がある。また現在では、【インターネッ

トでの人材募集推進】を進めている。

　しかし課題として、【地域による人材格

差の是正】が見られる。過疎地域では、【好

待遇による人材確保の推進】が必要である。

　また、【専門職不足による元教員の採用】

がおこなわれているが、【継続性に問題】

があり定着していない。また職能団体と

して、【不適切な人材に対するフォロー

アップ】が必要となり負担となっている。

　やる気のある自治体へ【一点集中の支

援】をおこない、【成功事例の積み上げ】

によるモデル化を進め広げていく事を推

進している。（表 3）

表 3　O先生：スクールソーシャルワーカーの現状と課題）SCAT分析表
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10

K 大とコラボで行いま
した , 最初はお互い牽
制しあって , 子ども達
のために一緒に連携し
ないといけない , とて
も良い会議

他大学との共同授業 ,
スタート時は認め合え
ない , クライエントの
支援のため互いに協働
, 成功した討議

他の教育機関との連携
, 葛藤が生じた , 専門
職としての協働 , 成果
を上げた

葛藤を乗り越えて専門
職として育成

11 養成校間で連携してい
くことも大事

育成課程間でつながり
を持つことが必要 教育機関同士の連携 養成機関の連携

12

現場の中で , 若い人達
を育てる , 課題 , 新人
さんの研修 , 出来てい
なかった , ソーシャル
ワーカーに丸投げ

学校で , 新人育成 , 問
題 , 新人育成研修 , 現
場の SSWが担当

新人育成の責任を専門
職に割り当て

新人育成への課題 , 現
場の SSWが新人育成
を担当

13

学校現場は憤っている
, 週 5日 , 新人のしり
ぬぐいだ , きちんとモ
デルを作って , 全国に
発信 , 私たちに依頼す
るよりも楽 , ちょっと
研修しておいて , いろ
んなクレーム , 全部正
規職員にくる , 教育委
員会とワーカー , 軋轢

教育機関は怒ってい
る , 正規職員 , 新しい
人のフォロー , 成功事
例 , 世の中に伝える ,
協会に頼まず , 現場
の SSWへなげる , さ
まざまな苦情 , すべて
SSWがうける , 教委
と SSW, 敵対

役割外の業務負担 , 管
理側と現場の対立

業務負担の増加 , 管理
側と現場職員の葛藤

14

私が新人の育成を一手
に引き受ける , お金が
ない , 調査研究で構い
ません , 今年はそれで
いい ,300 時間くらい
やっている

新規職員の研修を担当
する , 予算がない , 学
術研究に役立てる , 本
年度に限り , 長時間引
き受けている

職能団体による新人育
成 , 研究への協力

職能団体が担う新人教
育 , 学術的研究への協
力体制

15

グループミーティング
, 停滞 , 新人のための
サポート会議 , 自分達
の事を話し合えない ,
新人だけを集めたグル
ープミーティング , ス
ーパービジョンの土台
を作って , ボランティ
アでずっと , 限界があ
る

集団会議 , 活性化しな
い , 新規職員のフォロ
ー会議 , 事例を討論で
きない , 新規職員のみ
の会議 , 相談できる体
制の基礎を作る , 無償
で無期限 , 無理

現場の SSWへの負担
軽減 , 新人へのフォロ
ー体制の整備

職能団体による相談体
制の整備

16

養成 , 指導者講習を受
けている人に限りがあ
る , 若い人を育てなく
ちゃいけない , ワーカ
ーの業務負担も分かる
, 教育委員会の人が予
算をとってくれた , 実
務経験 3年以上の人 ,
講習を受けられるよう
にする

育成 , 実習指導者の資
格を持つ人は少ない ,
新人を育成 ,SSWの負
担増にも理解 , 教委が
お金を確保 , 指導者講
習を受講可能

後進を育成するための
専門資格取得への支援

実習指導者養成のため
の資格取得への支援

17

他の市町村にも広げら
れる仕組み作り , モデ
ルを作ってやっていく
, 協会で初任者研修を
やっています , 職能団
体を作っていく

他の自治体への伝播 ,
成功事例を作っていく
, 職能団体で新人教育 ,

成功事例を全国に広げ
る , 職能団体での新人
育成

成功事例を積み上げる
, 職能団体が担う新人
教育

どのような新人教育を
おこなっているのだろ
うか。

18

B県でやってきたもの
, 近県も協会が出来ま
した , ノウハウ , 地元
に持ち帰ってやってく
さっています , 組織化
は大事

県内でのやり方を真似
して職能団体を作って
いる , 専門団体を作る
事が必要

モデルが伝播する事で
職能団体を全国に広げ
る

成功事例の伝播 , 職能
団体創設

全国の SSW職能団体
はどのくらいあるのだ
ろうか。

19

B県 ,A 市 , 走り続け
ないといけない , 現状
に満足することなく ,
特に育成 ,40人以上増
員 , 質がグーンと下が
って

他の自治体の模範とな
る , 更なる向上 , 研修 ,
人数が増えたことで全
体のレベルが低くなっ
て

成功事例を積み重ねて
いく , 職員増によるレ
ベルの低下

専門職としての質の低
下
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20

このレベルから下げた
ら絶対だめ , 募集して
も 1回で埋まらない ,
ダメダメと僕が言う ,
数人入れたのがたいが
いで…, 残されたワー
カーに全部しりぬぐい
, 軋轢が出てた , 後進
の育成は僕らがやるか
ら , 今取り組んでいる
ところ

最低ライン以下は採用
不可 , 集まらない , 不
可といったが , 入職し
た人のレベルが低い ,
Ｓ SWがフォロー , 敵
対 , 新人教育は協会が
行っていく方針にした

レベルに満たない職員
へのフォローに負担感
, 職能団体が新人育成

レベル以下の職員への
フォローアップ , 職能
団体による後進の育成

最低限必要なレベルと
は具体的にどのような
レベルなのだろうか。

21

伸びしろのある優秀な
人 , 心折れて辞めてい
くような世界ではなく
, やりがいのある職場
を作る

成長が見込まれる人材
, 退職するような職場
ではなく , 頑張りがい
のある仕事場にする

伸びていく芽を摘まな
い職場 , 正当に評価さ
れる職場

能力を正当に評価でき
る体制

22 グループスーパービジ
ョン , 潜って見に行く

集団での指導 , 内緒で
参加し観察

集団指導を側面から観
察

集団指導における現状
の確認

23 Zoomで参加 , 全員に
タブレットが支給

ネットで加入 ,SSW皆
に IT 機器が配布

相談専門職への IT 機
器の支給と活用

IT 化機器の活用と推
進

24

私立 , 大きな可能性 ,
一つの突破口 , 私立高
校のネットワーク , 広
がる可能性がある , 職
域を拡大する , 幼稚園
や保育園

私学 , 壮大な今後 , 取
っ掛かり , 私学の高等
学校 , 口コミ ,SSWの
職場の開拓 , 未就学児
も対象

今後の方向性 , 私立の
教育機関や児童分野へ
の広がり

公的機関のみに頼らな
い職域拡大の可能性追
求

25
ソーシャルワーク実践
,SSWはこんな動きも
できるよ , 外に発信し
ていくのが大事

相談援助の実際 ,SSW
の仕事 , 外部に伝えて
いくことが重要

職務内容を皆に伝えて
広めていく

SSWの職務伝達と活
用の拡大

26
スクールソーシャルワ
ーカー活用事業 ,3 年
事業だった , ワーカー
の事業が縮小

国の SSW事業 , 期間
が終わった際に規模小
さくなった

SSWの事業の歴史と
規模縮小

国の政策による事業縮
小

27

Ｂ県も時間数が減った
,1 年間頑張ってきた
結果 , 報告書にしよう
, みんなでお金を出し
合って , 県内すべての
市町村に送って , みん
なでアクションをおこ
していた , 月 1回の連
絡会 , 皆でお金を出し
合いながら , 当たり前
にやっていた , 形から
入るのが好き

活動が減少 , 活動した
きた過程を本にする ,
金銭を集めて , 活動を
開始した ,SSWの会議
を手弁当で開催

打開策 , 自分達で金を
支弁し、広報や会議の
開催

自主的な活動による広
報活動及び会議の開催

28

協会 , 推薦はあまりし
たくない , 教育委員会
, 人材バンクと勘違い ,
職能団体 , 普及・啓発
に向けた活動 , 推薦事
業 , その他の事業

職能団体 , 人材を押す
事に消極的 , 教委 , 人
探しをする所と間違う
, 専門職の集まり , 広
めたり役割を知らせる
仕事 , 人材を押す事は
主要事業ではない

職能団体からの人材推
薦 , 主要業務に関する
考え方の相違

人材登用のリスク , 職
能団体における主業務

29

推薦のやり方 , 協会の
内規 , 推薦するに足る
最低条件 , 最後は教育
委員会で決めてくださ
い

人材を押す方法 , 規定
により基準を満たせば
全員推薦 , 最終判断は
教委で決定

人材採用は教委の責任 人材採用の権限

30 公募情報を告知してく
ださい , 増えた 全体に知らしめる 一般公募を活用 インターネットでの人

材募集推進

31

市町村の事業がＢ県は
多い , 県南部 , 人がい
ない , いくら募集して
も , 県全体でのアンバ
ランスさ , 課題

身近な自治体での活動
が多い , 過疎化地域 ,
人材不足 , 地域による
偏り , 問題

過疎化地域と人材不足 地域による人材格差の
是正

32 待遇 , アクセスの悪い
地域 , ワーカーを確保

給料体系 , 過疎化地域
,SSWの確保が困難

過疎化地域における人
材の確保方法

好待遇による人材確保
の推進
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33

地域によって , ワーカ
ーが配置されていない
地域がある , 相談もな
く , 退職教員を入れた
りしている , 定着しな
い

ＳＳＷがいない地域 ,
元教員を採用 , 続かな
い

人材不足による元教育
者の採用による失敗

専門職不足による元教
員の採用 , 継続性に問
題

なぜ元教員の SSWは
定着しないのだろう
か。

34

どういう人をいれたら
いいか , 社会福祉士と
か精神保健福祉士 , 変
な人が入ったら , 後か
らしりぬぐいをするの
はこっち

採用要件 , 有資格者 ,
後ほどフォローをする
必要が出てくる

不適切な人材を登用す
る事による不具合

不適性な人材によるフ
ォローアップ

35
隈なく均等に動くのは
無理 , やる気のある所
, モデルを作って広げ
ていきましょう

熱意のある自治体に力
を入れる , 成功事例を
作り増やしていく

熱心な所に力を入れ、
モデルを作り上げてい
く

一点集中の支援 , 成功
事例の積み上げ

2. Ｉ県・Ｂ県における SSWer 活用事業の対比

　令和 3 年度における、I 県及び B 県の

SSWer 活用事業における現状を、以下の表

4 に記載した。

　I 県については、県事業の SSWer は基本

的に義務教育では、1 回 3 時間（派遣回数は、

原則5回又は12回）、高校では1回 2時間（派

遣回数は 5 回）とされており、申請すれば

追加は可能であるものの、短時間で解決に

導かなくてはならない現状がある。

　また、Ｉ県は筆者をはじめ、スーパーバ

イザーの登録者はいるものの実質ほとんど

活動しておらず、名前だけとなっている現

状がある。I 県には職能団体が無く、初任

者への研修制度やバックアップ体制が整っ

ていないという課題がある。なお、市町村

で雇用している SSWer の人数については、

I 県は把握していないとの事であった。

　次に B 県については、殆どの市町村が単

独費用で SSWer を雇用しており、県事業の

SSWer は、何らかのプロジェクトとして配

置されている。なお現在は、子どもの貧困

対策の一環として、中学校区に配置して、

他職種とも連携しながら支援を展開してい

る。

　B 県では、全体で 171 名の SSWer が市町

村に単独で採用されている。その中でも、

A 市は 71 名の SSWer を中学校区の拠点巡

回型で配置しており、安定的な SSWer 事業

が展開されている。

　また B 県には職能団体があり、SSWer の

研修が充実している。希望者には海外の

SSWer との交流も行っており、その経験か

ら学校内への教室以外での子ども達の居場

所作りを SSWer が推進する動きも見られ

る。

　スーパーバイザーについては、地区ごと

にスーパーバイザーが配置されており、教

育員会への助言・指導、学校への研修、

SSWer へのスーパービジョンの体制が整っ

ている。B 県の今後の課題として、高校に

おけるスーパーバイザーの更なる充実が求

められている。（表 4）

Ⅶ．考察

　スクールソーシャルワークのシステム構

築について必要性はあるものの、新しい取

組であり、すぐに実現することは困難であ

ることが分かった。システムを構築するた

めには、まず SSW の成功事例を積み重ねて

いき、モデルを作る事でシステム化を進め

ていく必要がある。しかし SSWer だけでは、

ネットワークはできずシステムの構築も困

難であるため、学校の教員や教育委員会、

児童相談所、警察の担当部署など、さまざ

まな関係部署とチームを作っていくことが

必要である。それによって、互いの専門性

を尊重しながら、それぞれの強みを活かし

たソーシャルワークの展開が可能となる。

　こうした取り組みを推進していくために
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I 県 B 県

SSWer 人数（県採
用のみ）

義務教育 25 名 9 名

高校 9 名 18 名

スーパーバイザー
人数

義務教育 5 名 10 名

高校 6 名
0 名（但し、K 大学の K 先生が、高校教育
課に対する指導・助言、運営協議会への出
席、SSW に対するスーパービジョンを担
当）

配置形態
義務教育 派遣型 派遣型：7 名、拠点巡回型：1 名、配置型

1 名

高校 派遣型 配置型

時間
義務教育 原則 1 回 3 時間（派遣回数は、原則 5 回

又は 12 回
年間 280 時間（多くは週 1 日勤務）、年度
末に予算の追加による追加時間有り（合計
300 時間程度）

高校 原則 1 回 2 時間（派遣回数は 5 回）

報酬 義務教育・高校 3,000 円 / 時間＋交通費（実費） 5,000 円 / 時間＋交通費（実費）

資格要件 義務教育・高校
・社会福祉士・精神保健福祉士資格所持者
・5 年以上の教員経験
・1 年以上の相談員の経験

・社会福祉士・精神保健福祉士資格保持者

応募方法 義務教育・高校
・スクールソーシャルワーカー管理台帳に
登録された者の中から採用
・毎年、書類提出による応募が必要

・県採用の SSWer は会計年度任用職員と
して採用
・スクールソーシャルワーカー管理台帳に
登録された者の中から採用
・毎年、書類提出による応募が必要

職能団体の有無 無し 有り

その他 市町村で雇用している SSW の数について
は、県義務教育課として把握していない。

　B 県では現在、市町村教育委員会が独自
で SSWer を採用する取り組みを実施。
　そのため、県事業の SSWer は、何らか
のプロジェクトとして配置（現在は子ども
の貧困対策の一環としてい配置）
　SSWer を単独で 71 名採用している A
市をはじめとして、B 県全体で 171 名の
SSWer が市町村に単独で採用されている。
　その中でも、A 市は 71 名の SSWer を
中学校区の拠点巡回型で配置しており、安
定的な SSWer 事業が展開されている。
　なお、市町村雇用の SSWer は、週 4 日
～週 5 日勤務が大多数を占めている）

は、SSWer が定期的にそれぞれの事例を用

いてケース会議をおこなっていくことや、

スーパービジョン体制の充実が必要となる。

　SSWer が働く学校という教育現場は、校

長をトップとしたチーム学校体制の中にあ

る。SSWer がその専門性を発揮するために

は、個人の力だけでは限界がある。そのため、

SSWer が団結し職能団体を作り、専門職と

しての質の向上や職能団体として力をつけ

いき、県や教育委員会などに声をあげてい

く必要がある。それによって、SSWer の待

遇改善や、サポートシステムを構築してい

く事が可能となる。

　SSWer は、自分たちの職務と役割を学校

関係者に受け入れて頂くために、SSW「ソー

シャルワーク」という支援方法の有効性を

伝え続けることが、SSW 実践が効果を発揮

し、SSWer の活用が今以上に求められてい

くと考える。

Ⅷ .今後の課題

　成功事例（モデル）からシステムへの転

換には時間がかかり、その上、成功事例を

どのように周知し活用していけばよいのか

については今後の課題である。

　また本研究では、I 県と先駆的取り組み

表 4　I 県・B 県における SSWer 活用事業の対比（令和 3年度現在）
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をしている、B 県特に A 市に焦点をあてて、

比較検討をおこなったが、今後は範囲を広

げて、国内における SSWer を取り巻く環境

や、SSW 実践のあり方について、調査研究

していく必要がある。

　また、SSWer が支援する事例として、家

族の介護や世話を担う子ども「ヤングケア

ラー」への支援が重視されてきている。そ

の流れの中で、I 県では、国内で 2 例目と

いう早さで、「ヤングケアラー」への支援を

盛り込んだ条例を定めた。

　SSWer への周囲の期待は大きくなってい

るが、現状では、SSWer が孤軍奮闘してい

る状況でありサポート体制の充実に向けた

研究とその方法について、展開していく必

要があると考える。
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1）治療モデルは、課題や問題・病理や障害

に焦点を当て、個人に対する直接の因果関

係を見つけ、原因を解消することで課題の

解決を目指すものである。

2）生活モデルは、人と環境の相互関係に焦

点を当て、その調和を保つ、もしくは環境

への適応能力を高めることで、課題の解決

を目指すものである。

3）ストレンスモデルは、人や環境の「強み」

「能力」に焦点を当て、その利点を最大限に

引き出すことで、課題の解決を目指すもの

である。

4）全国の児童相談所（児相）が 2020 年度

に対応した 18 歳未満の子どもへの虐待件数

の速報値は 20 万 5029 件と、過去最多だっ
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